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１．わが国のガバナンス改革のはじまり

 ２０１５年５月、改正会社法が施行され、６月からコーポレート

ガバナンス・コードの適用が開始されるなど、わが国のガバナ

ンス改革が始まった。

 その狙いは、独立社外取締役の選任と活用により、グローバ

ル・スタンダードである「モニタリング・モデル」への移行を促す

ことにある。



日本取締役協会
コーポレートガバナンス委員会 副委員長
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士 太田 洋 氏

グローバル・スタンダードは監督と執行が分離した「モニタリング・ モデル」

であり、委員会設置会社（指名委員会等設置会社）が主流。

主要国の中で日本だけが監査役という独自の制度をとり、「アドバイザリー・

モデル」を採用してきたため、国際社会の潮流から外れた。

海外からは、日本企業のガバナンスは分かりにくい、グローバル・スタンダ

ードに見合っていない、との批判が強まり、監査役制度の強化を通じたガバ

ナンス改革はもはや限界に達していた。

今回の会社法改正、コーポレートガバナンス・コードの策定の狙いは社外取

締役の監督機能を強化し、わが国上場企業にグローバル・スタンダードで

ある「モニタリング・モデル」への転換を促すことである。
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２．グローバル・スタンダード
VS わが国独自のガバナンス



グローバル・スタンダードの構成要素

 ガバナンスのグローバル・スタンダードは、独立社外取締役を活用し

た「モニタリング・ モデル」であり、形態としては「委員会設置会社」

（指名委員会等設置会社）が主流である。

 「モニタリング・モデル」を構成する重要な要素としては、以下の３つが

あげられる。

① 独立社外取締役による監督機能の強化： 監督と執行の分離

② リスクアペタイト・フレームワークの策定・承認： 説明責任の徹底

③ 内部監査の計画承認、結果報告： 結果責任の検証
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 失われた20年と言われるが、日本企業の競争力は落ち込み、経済

全体のパフォーマンスは停滞している。この20年間で、世界の株価

が３倍になった一方、日本の株価はほとんど上っていない。日本企

業のROEは、米・英・中国の半分程度に過ぎない。

 米国では、エンロン、ワールドコム事件を機に、大企業の内部統制

が整備されて以降、巨額の不祥事件は抑止されている。一方、日本

では、オリンパス、東芝など、J-SOX制定後に会計不正が繰り返さ

れるなど、重大な不祥事件を抑止できていない。

 ①社内取締役間の相互監視、②監査役制度、③経営トップに直属

する内部監査部門など、日本独自のガバナンスには、一定の限界

があるとの指摘がみられる。

我が国独自のガバナンス
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グローバル・スタンダード わが国独自（三様監査）

監査委員会
内部監査

会計監査 監査役監査 内部監査 会計監査

経営者が監査法人と結託して
決算を粉飾している。

○ ― ● × ―

経営者が横領をしている。 ○ △ ● × △

経営者が指示して、不祥事件を
組織的に隠蔽している。

○ △ ● × △

経営者がリスキーな経営戦略を
進めている。

○ × ▲ × ×

経営者が違法ではないがリスク
アペタイトに違反する事業を進め
ている。

○ × ▲ × ×

経営者のリスクテイクが不足し、
収益があがっていない。

○ × ▲ × ×

経営者が非効率な事業を続けて
いるため、収益性が低い。

○ × ▲ × ×

○：監査で問題点を指摘し、是正を求めることができる。
●：監査で問題点を指摘し、是正を求める法的責任と権限がある。しかし、スタッフ、予算の制約から

実効性の点で限界がある。
△：重大な損失が生じる場合、問題点を指摘し、是正を求めることができる。
▲：個人的な意見表明を行うことはできるが、是正を求める法的権限はない。 ×：監査の対象外 8

（日本金融監査協会・リスクガバナンス研究会）

ガバナンスの有効性評価の比較



9

３．内部監査の改革・ステージアップ

 社外取締役の数を増やして取締役会の改革を進めたり、

新しく認められた監査等委員会設置会社に移行する金融

機関が増加している。

 今後、改正会社法・コーポレートガバナンス・コードへの

形式的な対応にとどまらず、グローバル・スタンダードの

実現に向けて、内部監査に関しても改革・ステージアップ

に取り組むことが重要。



監査役会設置会社

指名委員会等設置会社監査等委員会設置会社

内部監査人

会計監査人

監査役会設置会社

社外取締役
（1/3以上）

三井住友FG
新生銀
あおぞら銀
山陰合銀

北都銀、荘内銀、北國銀、第三銀、
伊予銀、香川銀、徳島銀、山口銀、
北九州銀、もみじ銀 トモニHD、
山口FGが移行

MUFG
みずほFG
りそなHD
フィデアHD
足利HD
東京スター銀
福井銀
十八銀

野村HD
大和証券G
いちよし証券
カブドットコム証券
日本郵政

三井住友FG
社外役員を増加

独自

ＧＳ
MUFGが移行
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わが国ではコーポレートガバナンス改革が始まった。

また、金融危機以降、国際的にはリスク・ガバナンス強化の動きもある。

日本の銀行は、これら２つの動き（①改正会社法、コーポレートガバナン

ス・コード、②バーゼル銀行監督委員会「銀行のためのコーポレートガバ

ナンス諸原則」）にともに対応して行かなければならない。

グローバル化が進展するなかで、日本の銀行は、少なくとも「監査等委員

会設置会社」への移行は不可避的であると思う。

慶應義塾大学 経済学部 教授

コーポレートガバナンスコードの策定に関する

有識者会議 座長

日本金融監査協会 顧問 池尾 和人 氏



（１）独立社外取締役と内部監査部門のあいだに

直接のレポーティング・ラインを確保する

 取締役会（監査委員会）の配下に内部監査部門を置き、独立社外取締役

に対する直接のレポーティング・ラインを確保することが重要。

― 取締役会（同）は、内部監査計画の最終承認者である。

― 取締役会（同）は、内部監査部門に調査の実施を命じることができる。

― 取締役会（同）は、内部監査部門長の人事権（選・解任権あるいは同

意権）を持つ。

― 取締役会は、内部監査部門の予算承認権を持つ。

― 取締役会は、内部監査の結果報告を内部監査部門から直接受ける。

 監査委員会(法定・任意）を置く場合、委員長は独立社外取締役とする。
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－取締役会等が内部監査を指揮すべきことが記載されている。

• 取締役会等は、（中略）頻度及び深度等に配慮した効率的かつ実効性の

ある内部監査の計画を内部監査部門又は内部監査部門長に策定させ、

その重点項目を含む基本的事項を承認しているか。

• 取締役会等は、内部監査の結果について適時適切に報告させる態勢を

整備しているか。

• 取締役会等は、内部監査部門に、内部監査部門を統括するのに必要な

知識と経験を有する内部監査部門長を配置し、当該内部監査部門長の

業務の遂行に必要な権限を付与して管理させているか。

• 取締役会等は、内部監査部門に、必要な知識、経験及び当該業務等を

十分検証で きるだけの専門性を有する人員を適切な規模で配置し、当

該人員に対し業務の遂行 に必要な権限を与えているか。

金融検査マニュアル
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バーゼル銀行監督委員会
「銀行のコーポレート・ガバナンス諸原則」（2015）

監査委員会

• システム上重要な銀行には監査委員会の設置が求められる。他の銀

行にも、規模、リスク特性または複雑性に応じて、監査委員会の設置が

強く推奨される。

• 監査委員会は、他の委員会からはっきりと区別する必要がある。

• 監査委員会の委員長は独立取締役が務めなければならない。他の委

員会の委員長、取締役会の議長は、監査委員長を兼務できない。

• 監査委員会は、独立取締役または非執行取締役のみで構成されなけ

ればならない。

• 監査委員会には、監査実務、金融レポーティング、会計の経験者を含

めなければならない。
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バーゼル銀行監督委員会
「銀行のコーポレート・ガバナンス諸原則」（2015）

• 内部監査機能は、取締役会に独立した保証を提供し、取締役会と上級

管理職が実効的なガバナンス・プロセスと銀行の長期的な健全性を促

進することを支援する。

• 取締役会と上級管理職は、以下により、内部監査機能の独立性を尊重

し、促進しなければならない。

― 内部監査報告書が上級管理職による選別なしに、取締役会に提供

されること、そして、内部監査人が取締役会あるいは取締役会・監査

委員会に直接アクセスすることを確保する。

― 内部監査機能の部門長の第一義的なレポーティング・ラインを取締

役会（あるいは同・監査委員会）とする。そして取締役会（あるいは同・

監査委員会）は、内部監査機能の部門長の選任、パフォーマンスの

監視、および必要があれば解任について責任を持って行う。

― 内部監査部門長の異動があったときはその旨を開示する。そして、

銀行はその異動の理由に関して、監督当局と意見交換をしなければ

ならない。
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監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社に移行。
独立社外取締役を監査（等）委員長として、
内部監査部門から直接のレポーティングラインを確保している事例

□□■■■■■◆● □□■

監査（等）委員長

監査（等）委員会
独立社外取締役
3分の1以上

内部
監査

CEO

会長・
議長

目 標

リスク 統 制

第一義的
レポーティング
ライン

第二義的
レポーティング
ライン

Good Practice（グローバル・スタンダードに適合）
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内部監査部門が、経営トップ（CEO)に直属。
独立社外取締役に対して、内部監査の直接のレポーティングライン
が確保されていない事例

□□■■■■■◆●

独立社外取締役２名
CEO・議長・
内部監査担当

■□□

社外監査役２名会長

内部
監査

※ 内部監査担当の取締役を、会長や他の社内取締役にしている ケースもあるが
独立社外取締役への直接のレポーティング ラインがない点では同じ。

目 標

リスク 統 制

監査役会取締役会
第一義的
レポーティング
ライン

第二義的
レポーティング
ライン

連携

Bad Practice（オリンパスと同様の事件を防げない）

《監査役会設置会社》
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内部監査部門が、経営トップ（CEO)に直属。
独立社外取締役に対して、内部監査の直接のレポーティングライン
が確保されていない事例

□□■■■■■◆● ■□□

監査（等）委員長

監査（等）委員会
独立社外取締役
3分の1以上

内部
監査

目 標

リスク 統 制

第一義的
レポーティング
ライン

第二義的
レポーティング
ライン

Bad Practice（東芝と同様の事件を防げない）

CEO・議長・
内部監査担当 会長

《指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社》
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（２）内部監査のプロ集団を養成する

 海外では、内部監査のスタッフは監査一筋の専門職（プロフェッション）

であることが多く、平均年齢も日本より相対的に低いと言われている。

 日本の内部監査部門についても、半数程度のスタッフは専門職（プロ

フェッション）にして、さらなる機能強化を図るべきである。

 内部監査のスタッフを専門職（プロフェッション）として確立するために

以下のような施策の導入を検討する。

― 人事ローテーションの長期化（５～10年）

― ノーリターン・ルールの導入（執行サイドに戻らない）

― 外部専門家の中途採用

―  資格（ＣＩＡ等）取得の義務付け
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 金融危機後、海外では、内部監査部のスタッフの量的・質的な拡充が

図られ、問題が起きてから指摘するのでは遅いとしてオフサイト・モニ

タリングの態勢が強化された。

 今後は、内部監査スタッフの拡充、オフサイト・モニタリングの強化を

を図りつつ、問題が起きる前に警鐘を鳴らしたり、改善を促す「予防的

監査」に取り組むことが重要。

オフサイト・モニタリングの強化と予防的監査

指示

報 告

監査結果の報告

CAE

各部門から独立

内部統制
（リスク管理プロセス）

監査

監査

監査

Board（取締役会）

戦略、リスクアペタイト、リスク管理方針

CRO：リスク管理部門CFO:収益管理部門

フロント

経営サポート

報告（収益） 報告（リスク）

CAE: 内部監査協議・コミュニケーション

CEO ？

？

？

？



（参考）
内部監査の「専門職的実施の国際フレームワーク」
の改訂
 海外の金融機関における内部監査の機能強化への取り組みは、

内部監査のグローバル・スタンダードのレベル・アップに繋がって

いる。

 内部監査人協会（IIA）は、2015年7月、「内部監査の専門職的実施

の国際フレームワーク」（IPPF）を改訂し、そのなかで、内部監査の

「使命」と「基本原則」を公表した。

― 内部監査は何のために行うのか

（組織体の価値を高め、保全する）

― 事後監査から予防的監査へ

（見識に富み、率先的で、未来志向な監査を目指す）

 今後、内部監査の国際基準（IIA基準）の改訂作業なども検討される

見通し。
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内部監査の使命（ミッション）

リスク・ベースで客観的なアシュアランス、アドバイス、見識を提供すること

により、組織体の価値を高め、保全する。
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・ 誠実性を実践により示すこと

・ 専門的能力と専門職としての正当な注意を実践により示すこと

・ 客観的で不当な影響を受けないこと（独立的）

・ 組織体の戦略、目的、リスクと整合していること

・ 適切に位置付けられており、十分な資源が提供されていること

・ 品質と継続的改善を実践により示すこと

・ 効果的なコミュニケーションを行うこと

・ リスク・ベースのアシュアランスを提供すること

・ 見識に富み、率先的で、未来志向であること

・ 組織体の改善を促進すること

内部監査の専門職的実施のための基本原則



 日本の金融機関は、内部監査部門の拡充、機能強化に真剣に取り

組んできた。

 しかし、内部監査部門が、実質的に経営トップ（CEO）や社内取締役

の配下にある限り、国際的な評価を高めることは難しい。

 経営トップほか執行ラインの影響を受けない、客観的で独立した内部

監査のプロ集団を養成することも課題である。

 独立社外取締役が、強力な内部監査のプロ集団を、直接、指揮命令

できる態勢となっていることを国際社会に示すことが重要。
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まとめ： 内部監査のステージ・アップ
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